
( 2)

①
事
業
を
し
て
い
る
か
た
、
不
動

産
収
入
の
あ
る
か
た
、
土
地
・
建

物
や
株
式
を
売
っ
た
か
た（
な
お
、

青
色
申
告
の
か
た
、
平
成　

年
中

24

に
事
業
を
始
め
た
か
た
、
農
業
以

外
の
事
業
所
得
が
あ
る
か
た
、
土

地
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
ま
た

は
損
失
が
あ
る
か
た
、
消
費
税
の

申
告
の
あ
る
か
た
は
、
館
林
税
務

署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）

②
給
与
収
入
が
２，
０
０
０
万
円

を
超
え
る
か
た

③
年
末
調
整
を
し
た
給
与
以
外
の

各
種
所
得
金
額
の
合
計
額
が　

万
20

円
を
超
え
る
か
た

④
給
与
所
得
者
で
年
の
途
中
で
退

職
し
、
そ
の
後
就
職
を
せ
ず
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
か
た

①
給
与
所
得
者
で
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
や
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
か
た

②
受
給
し
て
い
る
公
的
年
金
か
ら

源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
が
あ
る
か

た
で
扶
養
控
除
や
生
命
保
険
料
控

除
な
ど
所
得
控
除
を
受
け
る
か
た

③
予
定
納
税
を
し
て
い
た
か
た
で

申
告
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
た

①
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
板

25

倉
町
に
住
ん
で
い
て
、
平
成　

年
24

中
に
所
得
が
あ
っ
た
か
た

②　

〜　

歳
の
か
た
で
、
平
成　

23

64

24

年
中
に
ど
な
た
の
扶
養
に
も
入
っ

て
お
ら
ず
収
入
が
な
い
か
た

③
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
か
た

④
所
得
証
明
書
な
ど
が
必
要
な
か
た

⑤
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
ま
た

は
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請
を
す

る
か
た

①
税
務
署
（
ｅ－

Ｔ
Ａ
Ｘ
含
む
）

で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
か
た

②
給
与
所
得
の
み
で
勤
務
先
か
ら

町
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
か
た

③
公
的
年
金
等
所
得
の
み
で
支
払

者
か
ら
町
に
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
た

（
た
だ
し
、
扶
養
控
除
や
生
命
保

険
料
控
除
な
ど
所
得
控
除
を
受
け

る
か
た
は
必
要
）

※
申
告
書
が
送
ら
れ
た
か
た
は
、

①
〜
③
に
該
当
す
る
か
た
を
除

き
、
該
当
事
項
を
記
入
し
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

２月18日から３月15日まで

申告相談
会　　場　役場第２庁舎会議室

　　受付時間　午前９時～11時　　 

　　午後１時～３時30分 

　町では、２月18日（月）から３月15日（金）までの期間中
に役場の第２庁舎会議室で申告相談を行います。期間
中に必ず申告してください。
　もし申告されませんと、所得税と住民税の税額計算
はもちろん、国民健康保険税などの保険料も適正に算
出できないほか、各種手続きに必要な所得証明書など
の交付もできなくなります。また、混雑を避けるため、
できるだけ指定の日にお越しください。

確
定
申
告
が
必
要
な
か
た

確
定
申
告
を
す
れ
ば
所
得
税

が
戻
る
可
能
性
の
あ
る
か
た

町
へ
住
民
税
の
申
告
が
必
要

な
か
た

町
へ
申
告
す
る
必
要
の
な
い

か
た

所得税
住民税

(3) 広報いたくら　Ｈ25．２．１

対象行政区月日（曜日）
１区２月18日(月)　

２区19日(火)　

３区～５区20日(水)   

６区・７区21日(木)   

８区・９区22日(金)   

10区・11区25日(月)   

12区・30区26日(火)   

31区～36区27日(水)   

13区・14区28日(木)   

15区・16区３月１日(金)   

全行政区４日(月)   

17区・18区５日(火)   

19区・20区６日(水)   

21区・22区７日(木)   

23区・29区８日(金)   

24区11日(月)   

25区12日(火)   

27区13日(水)   

26区・28区14日(木)   

全行政区15日(金)   

①
農
業
所
得
者
は
作
成
済
み
の
収

支
内
訳
書
、
給
与
・
年
金
所
得
者

は
源
泉
徴
収
票
の
原
本

②
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険

料
、
地
震
保
険
料
等
の
控
除
証
明
書

③
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
ま
た
は
領
収
書
、
国
民
健
康
保

険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
農
業
者
年
金
保

険
料
な
ど
の
領
収
書

④
印
鑑
、
申
告
者
そ
れ
ぞ
れ
の
本

人
名
義
の
通
帳

⑤
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
受
け

る
か
た
は
、
年
末
残
高
証
明
書
、

登
記
事
項
証
明
書
（
土
地
、
家

屋
）、
契
約
書
の
写
し
、
住
民
票
の

写
し
、
平
成　

年
６
月　

日
以
後

23

30

に
住
宅
購
入
の
契
約
を
し
補
助
金

等
の
交
付
を
受
け
る
場
合
は
そ
の

証
明
書

※
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
特
例
を

適
用
す
る
場
合
は
、
更
に
長
期
優

良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
通
知

書
の
写
し
及
び
住
宅
用
家
屋
証
明

書
（
写
し
可
）
ま
た
は
認
定
長
期

優
良
住
宅
建
築
証
明
書

⑥
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た

は
、
平
成　

年
中
に
支
払
っ
た
医

24

療
費
の
領
収
書
（
医
療
保
険
の
補

て
ん
が
あ
る
場
合
は
補
て
ん
金
額

の
分
か
る
書
類
）

⑦
障
害
者
控
除
を
受
け
る
か
た

は
、
障
害
者
手
帳
ま
た
は
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
証

　

相
談
会
場
に
は
多
く
の
か
た
が

訪
れ
る
た
め
、
待
ち
時
間
が
長
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
次
の
点
に

注
意
し
て
ス
ム
ー
ズ
な
申
告
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
の
あ

る
か
た
は
、
事
前
に
収
支
計
算
書

な
ど
の
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た

は
、
事
前
に
領
収
書
な
ど
の
集
計

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
告
相
談
は
役
場
第
２
庁
舎
会

議
室
で
行
い
ま
す
。
日
程
は
左
記

の
表
の
と
お
り
で
、
午
前
９
時
〜

　

時
、
午
後
1
時
〜
３
時　

分
の

11

30

間
に
受
付
し
ま
す
。
特
に
最
終
日

の
３
月　

日　

は
混
雑
が
予
想
さ

15

(金)

れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
指
定

の
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

課
税
係
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■申告相談日程表■

申
告
相
談
に
必
要
な
書
類

相
談
時
間
の
短
縮
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す

申
告
相
談
に
は
指
定
の
日
に

お
越
し
く
だ
さ
い

自宅から国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」

で申告書を作成し、そのまま送信できます。

詳しくは ht t p: / / www. nt a. go. j pへ

ネットで申告
　　

e- Tax
　　

確定申告

○平成24年１月１日以後に契約した保険契約
（新契約）分から「介護医療保険料控除」が新設さ
れました。
○新契約に係る一般生命保険料控除、個人年金
保険料控除及び介護医療保険料控除の適用限度
額は、それぞれ所得税で４万円（住民税は２．８万
円）となります。
○平成23年12月31日以前に締結した保険契約
（旧契約）分は、一般生命保険料控除及び個人年
金保険料控除の適用限度額はそれぞれ従前の所
得税で５万円（住民税は３．５万円）となります。
○各保険料控除の合計適用限度額は、所得税で
は12万円に拡充され、住民税では従前の７万円
の適用となります。

所得税・住民税の改正
生命保険料控除が改正され

平成24年分の所得税から適用となります。

検索


